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Ｇ８北海道洞爺湖サミット及び第四回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅣ）に向けた我が

国の国際援助の在り方等に関する決議

平成二十年五月十六日

参議院政府開発援助等に関する特別委員会

我が国の政府開発援助（ＯＤＡ）予算は、過去十一年間において約四割と大幅に削減

されている。経済協力開発機構・開発援助委員会（ＯＥＣＤ／ＤＡＣ）が公表した二〇

〇七年の国別援助実績によれば、我が国のＯＤＡ供与額は昨年の第三位から第五位に順

位を下げ、対国民総所得（ＧＮＩ）比ではＤＡＣ加盟二十二か国中第二十位に後退した。

一方、主要援助国は、ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の目標年である二〇一五年に

向けてＯＤＡの増額に踏み切っている。

我が国が国際社会の援助潮流から取り残されることなく、国際社会における責務を果

たし、主要な外交手段の一つであるＯＤＡを有効活用するために、我が国は今後のＯＤ

Ａの在り方について、政策的・政治的判断を行わなくてはならない局面を迎えている。

今月末には第四回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅣ）が、七月にはＧ８北海道洞爺湖

サミットが開催される。また、十月には新ＪＩＣＡの発足も予定されている。こうした

中で、我が国は、Ｇ８議長国として、アフリカ支援、ＭＤＧｓ達成を始めとする途上国

援助の強化、環境・気候変動、感染症など地球規模問題の解決や平和構築に向けて、新

ＪＩＣＡ等を有効に活用しつつ、主導的立場で取り組むことが期待されており、国際社

会における我が国の国際援助の在り方そのものが大きく問われている。

政府においては、以上を踏まえ、我が国の国際援助に関し、次の事項について、適切

な措置を講ずるべきである。

一、ＯＤＡの増額の必要性と数値目標の設定

我が国は、ＴＩＣＡＤⅣ及びこれに続くＧ８北海道洞爺湖サミットにおいて、ＯＤＡ

等を通じたアフリカなど途上国の貧困の削減や経済社会開発、環境・気候変動問題等の

解決に向けてリーダーシップを発揮すべき役割を担っている。この責務を十全に果たす

ためには、近年の我が国ＯＤＡの削減傾向を増加拡大へと転じるとともに、具体的数値

を示した積極的な取組姿勢を打ち出すべきである。このため、二〇一○年を目途に我が

国ＯＤＡ実績を二〇〇六年実績である対ＧＮＩ比〇・二五％に引き戻す努力を行うべき

である。また、ＭＤＧｓの目標年である二〇一五年までの対ＧＮＩ比〇・七％達成を見

据えた取組を行うとともに、ＴＩＣＡＤⅣの成功を目指し、アフリカ向けのＯＤＡを特

別に拡充するよう努めるべきである。

二、ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の達成に向けた協力

本年は、ＭＤＧｓに向けた中間年に当たるが、その目標達成のためには先進国及び途

上国の世界各国、国連諸機関、非政府組織（ＮＧＯ）、企業、個人などすべての援助関係
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者が力を合わせて取り組む必要がある。このため、ＴＩＣＡＤⅣ及びＧ８北海道洞爺湖

サミットにおいては、改めてＭＤＧｓ達成に向けた援助国の支援強化を確認すべきであ

る。特に我が国は、「人間の安全保障」の考え方に基づき、エイズ、結核、マラリア等の

感染症対策、保健分野の人材確保など保健医療システムの強化、母子保健の向上、安全

な水の確保など、我が国が優位性を有する保健・水・感染症対策に関し積極的な貢献を

行うべきである。

三、めりはりのあるアフリカ支援の推進

アフリカ支援に関しては、今後一層、めりはりのある援助政策を採るべきである。こ

のため、アフリカの実情に応じつつ、「援助分野の優先付け」及び「援助対象国の重点化」

を進めるとともに、我が国の援助の特性に合致し、我が国の存在感を効率的に高め得る

感染症対策などの保健衛生分野及び教育分野における支援を重視すべきである。また、

ＴＩＣＡＤプロセスについては、国連を始めとする国際機関のみならずアフリカ連合（Ａ

Ｕ）の関与を強化するとともに、アフリカのオーナーシップの現れである「アフリカ開

発のための新パートナーシップ」（ＮＥＰＡＤ）との連携を進めつつ、五年毎の会議開催

の間の履行状況の検証、評価等のフォロー・アップを徹底すべきである。

四、アフリカ支援における「貧困削減と経済成長」の達成

昨年六月に取りまとめた当委員会の提言（「新たな国際援助の在り方に向けて」、以下

「提言」という。）に示したように、アフリカでの貧困削減と経済成長の好循環を生み出

すためには、我が国の東アジアでの援助経験と知見を活用しつつ、援助対象国の発展段

階等に配意した対応を行うことが重要である。貧困層の経済活動への参画を促すことを

常に念頭に置きつつ、円借款を利用した経済インフラの整備や民間投資を促す環境整備

など成長セクターへの合理的、効果的な経済支援の検討を進めるべきである。ただし、

その場合にあっては、援助対象国との政策対話等を通じたガバナンスの向上、援助協調

による国際機関や他の援助国等との連携などを重視するとともに、過去においてアフリ

カ諸国が債務の返済不能となった点に留意し、経済成長が更なる問題を生み出さないよ

う十分配慮すべきである。

五、国連援助機関との連携強化と拠出額の確保

近年の我が国ＯＤＡ予算の大幅な減少によって、国連援助機関への我が国の拠出額も

削減されている。例えば、かつて我が国が最大拠出国であった国連開発計画（ＵＮＤＰ）

における通常予算拠出額順位は第七位に転落し、常任の執行理事国の地位も失っている。

この結果、国連援助機関での意思決定における我が国の影響力が低下する懸念が生じて

いる。我が国の援助政策の考え方を国際援助の動向に反映させるため、また、我が国の

二国間援助と国連援助機関との連携を強化するためにも、国連援助機関の特性を踏まえ

た効果的な活用を図るとともに、拠出額の適切な水準確保に努めるべきである。
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六、環境・気候変動問題とＯＤＡの積極的活用

地球温暖化による環境・気候変動問題は人類が直面する最大の課題であり、Ｇ８北海

道洞爺湖サミットにおける主要議題である。特に、開発途上国は、干ばつや洪水、高潮、

水資源不足や氷河湖問題など気候変動に伴う環境被害に対してぜい弱であり、その影響

を最も受けやすい一方、これら環境被害に対する対処や気候変動対策に係る資金、技術

及び知見はいずれも大きく不足している。政府は既に「クールアース・パートナーシッ

プ」構想を提唱しているが、今後一層、環境・気候変動問題に関し、国連諸機関や関係

地域機関・国と連携しつつ、資金面・技術面での積極的支援を行うべきである。また、

引き続き、ＯＤＡを有効活用し、先進国と途上国間の「クリーン開発メカニズム（ＣＤ

Ｍ）」事業に自ら取り組むとともに、その推進に努めるべきである。

七、食料価格高騰に対する迅速な対処

急騰する食料価格は、開発途上国に対する食糧支援調達コストの大幅な増加をもたら

すだけでなく、アジア、アフリカ諸国の貧困層を中心に食料不安など深刻な事態を引き

起こしている。国際社会は、食料輸出国・輸入国を問わず協調して問題に対処すべきで

あり、特にＴＩＣＡＤⅣやＧ８北海道洞爺湖サミットにおいては、開発途上国に対する

緊急支援はもとより、食料価格高騰の背景にある気候変動問題や新興経済国の食料需要

の拡大、原油高等のエネルギー問題などへの対処を含めた包括的枠組みによる対応策を

検討すべきである。また、我が国は、Ｇ８議長国として、開発途上国の食料増産のため

の技術開発、農業生産性向上のためのインフラ整備や人材の育成など農業の育成・強化

に向けた支援策を、ＯＤＡを活用して積極的に講ずるべきである。

八、援助人材の育成に向けた政府の早急な取組の必要性

当委員会は「提言」において、援助人材の育成・確保は喫緊の課題と位置付けた。国

際援助分野における我が国の発言力と存在感を確保するためには、援助人材の育成・確

保が一層重要な課題となる。このため、政府は、できる限り早急に、政府、地方自治体、

大学・研究機関、民間企業、ＮＧＯ等の官民連携による援助人材育成のメカニズムの構

築に向けた検討を進めるべきである。特に、当委員会の「提言」の中で提案した「人間

の安全保障センター（仮称）」の創設について積極的かつ具体的に検討すべきである。

九、援助理念、援助戦略、地域戦略方針の必要性と国会の関与

国際援助の実施に当たっては、我が国全体で共有できる援助理念及び援助戦略の確立

と、それに伴う国民の理解と支持を得ることが必要である。また、援助対象国、援助対

象地域における我が国の比較優位性を有効活用する対応が求められる。当委員会は、既

に「提言」において、「海外経済協力会議」での議論を踏まえた「地域戦略方針」策定の

検討を求めているが、今後ともその検討を鋭意進めるとともに、外務省において策定さ
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れている「国際協力重点方針・地域別重点課題」については、当委員会における議論を

十分に踏まえ、適宜その内容及び取組状況につき当委員会に対して報告すべきである。

十、援助の必要性、合理性、透明性、公正性の確保

以上の諸点に加え、国際援助の実施においては、その必要性、合理性、透明性、公正

性が求められており、そのことが公的資金を用いて行う国際援助に対する国民の理解と

支持を得る大前提である。政府においては、今後もそれらの諸点に十二分に配意し、国

際援助の実情、実績、計画等について、国会に対して十分な情報の開示・提供に努める

べきである。

右決議する。


